
第２次木津川市生涯学習推進計画（案）に係るパブリックコメント実施結果（提出意見及び市の考え方）

１．公表期間：令和５年１２月５日（火）から令和６年１月５日（金）
２．計画（案）に対する意見提出者数：３人（持参１人、電子メール１人、専用フォーム１人）
３．提出意見数：１３件
４．提出された意見及び市の考え方

番号 種別 該当箇所 ご意見 市の考え方
計画への
反映

1 提案
Ｐ２
２.計画の位置づけと範囲

「庁内各部署の各種施策との連携・整合」とあるが、市長部局の各事業
（子育て、高齢者・認知症対策や児童館の事業）、保育園、学校の授業
も全て「生涯学習」です。これらの担当者が「生涯学習」を意識してお
られるでしょうか。
このように市全体で行われている「生涯学習」を連携したり、まとめた
りしようとするなら、教育委員会部局ではなく、市長部局の「企画」な
ど市全体を見渡せる部署で行うべきだと思います。約２０年前には、京
都府教育委員会に「生涯学習」を名乗る部署はありませんでした。代わ
りに知事部局に「生涯学習・スポーツ推進室」がありました。社会教育
課には「生涯学習」の一部である「社会教育」に専念してもらい、「生
涯学習」を連携し、まとめるのは市長部局ですべきと考えます。

自治体によって様々ですが、本市では、社会教育課が生涯学習全般の
担当課として、庁内各部署及び各種団体等と連携・協力を図りながら
進めていますので、今後も社会教育課が中心となり、生涯学習の振興
に努めてまいります。

－

2 意見
Ｐ３
４.計画の推進にあたって

城陽市では毎年取組み状況報告をしており、ＰＤＣＡサイクルを実行し
ているが、木津川市はそのような動きはなく、平成２６年に計画を発表
してから平成３０年に見直しをしたきり今回になった。あまりに荒いの
ではないか。

第１次計画においては、中間年である平成３０年度に見直しを行いま
したが、第２次計画では、年度毎にＰＤＣＡサイクルによる計画の進
捗管理を進めていきます。

－

3 提案
Ｐ６、７
６.第１次木津川市生涯学習推進
計画の検証

「第１次木津川市生涯学習推進計画の検証」だが、非常に大切な部分で
あるにもかかわらず、内容が非常に薄い。各事業の具体名を一覧できる
ようにし、その取組み内容詳細、参加者、成果と課題を示すべきだ。今
回のような検証「作文」では見づらい上に、課題を見つけることも難し
い。検証方法を改善すべきである。

生涯学習に関する取組は多岐にわたり事業数も多いことから、各事業
の細かい内容まで掲載することができません。そのため、第１次計画
の検証は、主要な事項について簡潔にまとめた内容としています。

－

4 提案
Ｐ７
６.第１次木津川市生涯学習推進
計画の検証

「放課後子ども教室」について、知らない方が多いのではないでしょう
か。計画の中に、どの学校で活動が行われているか程度でも説明があっ
ても良いと思います。

ご意見を踏まえ、注釈として以下のとおり放課後子ども教室の説明を
追加します。

「放課後子ども教室」
小学校の施設を活用して地域の大人の参画を得て、子ども達に安心で
安全な遊びと学びの場を提供する放課後対策事業です。
令和６年３月現在、木津小、高の原小、相楽台小、城山台小、南加茂
台小、上狛小、棚倉小の７小学校区でスポーツ活動（ドッジボール、
卓球等）や文化活動（けん玉や折り紙を使った昔遊び、将棋等）を地
域の実情に合わせた内容・回数で実施しています。

追記

5 意見

Ｐ１３
具体的施策（１）
Ｐ１４
具体的施策（４）

「生涯学習」は市全体で行われています。それだけにとどまらず、民間
で行われている学習塾やカルチャーセンターで行われていることも「生
涯学習」です。市内全体でどれだけの「生涯学習事業」が行われている
か把握されていますか。困難なことなので把握されていないと思いま
す。このような中で住民が窓口に「〇〇を勉強したいが、どこかで教え
てもらえるところはありませんか」と来られた場合、「うちの課では
やっていませんが、他のことはわかりません。」と答えるしかないで
しょう。市内全体の事業を把握してこそ、情報提供、相談体制ができる
のではないですか。

ご指摘のとおり、生涯学習として提供されているものは多岐にわた
り、市が実施している各種事業の他、民間事業者も多様な教室、講
座、セミナー等を実施されています。また、自主的なサークル等でも
様々な活動が展開されています。市でこれら全てを把握することは困
難ですが、可能な限り情報収集し、情報提供できるよう相談体制の充
実に努めます。

－

6 提案
Ｐ１５
具体的施策（１）

放課後子ども教室だが、高の原小学校、相楽台小学校、棚倉小学校、南
加茂台公民館、南加茂台小学校、木津小学校の６か所でやっていること
を情報誌「いきいき」をネットで調べて初めて知った。放課後子ども教
室がどこで開催されているのか、どんな内容なのかなど詳しくこの計画
に書き込まなければ市民は意味が分からない。

ご意見を踏まえ、注釈として以下のとおり放課後子ども教室の説明を
追加します。

「放課後子ども教室」
小学校の施設を活用して地域の大人の参画を得て、子ども達に安心で
安全な遊びと学びの場を提供する放課後対策事業です。
令和６年３月現在、木津小、高の原小、相楽台小、城山台小、南加茂
台小、上狛小、棚倉小の７小学校区でスポーツ活動（ドッジボール、
卓球等）や文化活動（けん玉や折り紙を使った昔遊び、将棋等）を地
域の実情に合わせた内容・回数で実施しています。

追記



番号 種別 該当箇所 ご意見 市の考え方
計画への
反映

7 提案
Ｐ１６
具体的施策（１）

地域学校協働本部は「いきいき」によれば、木津中学校区、木津第二中
学校区、木津南中学校区、泉川中学校区、山城中学校区にあるとのこと
だが、生活者としてその存在意義が見いだせていない（小中の子がいま
した）。何のための組織で、何をしているのか、具体的な説明が必要だ
ろうし、課題もあるはずなのに見えてこない。
コミュニティ・スクールにしても「学校運営協議会」と二つの呼び名が
あり分かりづらい。また、これは全ての学校に設置されているわけでも
ないのに、説明がない。

ご意見を踏まえ、注釈として、地域学校協働本部、コミュニティ・ス
クールの説明を追加します。

「地域学校協働本部」
地域住民や団体が学校と連携し、様々な分野で学校の運営を支援する
仕組み。中学校区単位で学校の花壇や除草作業等の環境整備、登下校
時の安全指導、授業や部活動の指導補助、学校行事の運営支援などを
行っています。

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」
地域住民や保護者などで構成する学校運営協議会を設置した学校。学
校と地域住民などが力を合わせ、子どもたちのより良い環境づくりに
取り組むための仕組みで、令和６年３月現在、木津小、城山台小、上
狛小の３校に設置されています。

追記

8 意見
Ｐ３３
５.策定委員会委員名簿
６.ワーキング委員名簿

策定委員会とワーキング委員会があるが、なぜ二つも委員会があるのか
説明が必要だ。例えば亀岡市では生涯学習推進審議会があるのみ。
市民委員の割合が低すぎる。亀岡市は委員総数が１４人でそのうち市民
は８人（うち自治会３人、公募５人）で割合とすれば５７％。一方木津
川市は委員総数（策定員会）７人で市民公募は１人と１４％ほどしかな
い。市民参加からは程遠いのではないか。

ワーキング委員会は、策定委員会の審議に必要な事項について、調
整・研究・協議等をするために設けています。ワーキング委員につい
ては、学校教育及び社会教育の関係者、学識経験者、公募委員等で構
成する社会教育委員全員が委員となっています。社会教育委員会には
生涯学習推進計画実践部会を設け、普段の活動から計画を意識した活
動に取り組んでいます。
また、策定委員会は専門的な識見を有する方やスポーツ団体、文化・
芸術団体の代表者及び公募市民で構成しています。
委員の内訳については、公募委員は１名ですが、７名中６名が市民の
方で構成しています。

－

9 意見  全体
今の生涯学習は高齢者向けといった風情がある。そうではなく、若い人
でも興味のあることについて学びを続けることが大切ではないか。若い
人が参加したくなるような視点が必要ではないか。

本計画においては、高齢者の視点に片寄らず、基本計画における具体
的施策についても子どもから高齢者の方まで幅広い年齢層における施
策を推進する計画としています。

－

10 提案  その他

「いつでも、どこでも、だれでも」は、全国的に使われている生涯学習
のキャッチフレーズですが、学校の授業にしても趣味にしても楽しくな
ければ長続きせず身も入らないと思います。そこで市のキャッチフレー
ズに「楽しい」をプラスして「いつでも、どこでも、だれでも、楽し
く」としてはいかがでしょうか。

本計画において、キャッチフレーズの記載はしていませんが、「いつ
でも、どこでも、だれでも、楽しい」ということは、大切なことであ
ると考えております。

－

11 意見  その他

「木津川市生涯学習推進計画中間見直し修正箇所」を市のサイトで見つ
けて読んでみたが、驚くほど見直しがされていない。「修正する必要性
がありませんので、残りの５年間につきましても、変更せず進めていき
ます。」の文言が目立つというものだ。検証とはいえないのではない
か。外部に評価してもらうべきではないか。

第１次計画の中間見直しを実施するにあたり、検証の結果、修正が必
要な箇所は修正を行い、その他については、概ね予定どおり実行する
ことができたため、残りの５年間は変更せず進めました。
なお、見直しは事務局で検証し、その後、学校教育及び社会教育の関
係者、学識経験者、公募委員等で構成する社会教育委員会において審
議・評価し見直しを行いました。

－

12 意見  その他

生涯学習は本来非常に大切なものであるが、現在の体制でその充実が図
れるのか疑問である。木津川市では生涯学習を所管するのは教育部の社
会教育課の中の「生涯学習係」である。一番下部組織になっている。そ
うではなく、「生涯学習部」を設置する必要があるのではないか。その
下に「人権啓発課」「市民力推進課」「文化国際課」「生涯スポーツ
課」を設ける亀岡市を参考）。組織改編も必要だと思う。

自治体によって様々ですが、本市では、社会教育課が生涯学習全般の
担当課として、庁内各部署及び各種団体等と連携・協力を図りながら
進めていますので、今後も社会教育課が中心となり、生涯学習の振興
に努めてまいります。

－

13 提案  その他

Ｐ２８、２９の「社会教育施設一覧及び位置図」の次に、木津川市ボラ
ンティアセンターの場所や、現在活動しているボランティア団体名・活
動内容の表を入れると良いと思います。
市民のアンケート調査の結果（Ｐ２６）「地域づくりやボランティア活
動に関わりたいと思いますか。」に対して、関わりたい１４％、機会が
あれば関わりたい５４％と、ボランティアに感心のある方が６８％もお
られるが、ボランティアセンターの場所をご存知の方は少ないです。

ボランティアの育成・連携も生涯学習の推進には重要な事項であると
認識しています。
施設位置図中にボランティアセンターの位置を追加します。現在、多
くのボランティア団体が様々な活動を行っており、各ボランティアの
活動内容等の詳細については、、木津川市ボランティアセンター（木
津川市社会福祉協議会）発行の「ボランティアガイド」に掲載されて
いますので、本計画での掲載はいたしません。

追記
（一部）


